
てご質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○大沼 久議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

以上で、全議案に対する質疑を終結いたしま

す。 

 ここで、お諮りいたします。 

 日程第３、議案第74号 山形県市町村交通災

害共済組合からの脱退及び財産処分についてか

ら、日程第９、議案第80号 水力発電施設周辺

地域交付金事業基金条例及び長井市道照寺平ス

キー場ヒュッテ・ロープ塔整備基金条例を廃止

する条例の設定についてまでの一般議案７件は、

別紙付託表のとおり関係する常任委員会に付託

の上、ご審査願いたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○大沼 久議長 ご異議なしと認めます。よって、

そのように決定いたしました。 

続いて、お諮りいたします。 

 日程第10、議案第81号 平成17年度長井市一

般会計補正予算第５号から日程第17、議案第88

号 平成17年度長井市水道事業会計補正予算第

１号までの予算議案８件を審査するため、議長

を除く全員をもって構成する予算特別委員会を

設置いたしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○大沼 久議長 ご異議なしと認めます。よっ

て、議長を除く全員をもって構成する予算特

別委員会を設置することに決定いたしました。 

 予算議案８件は、ただいま設置することに

決定いたしました予算特別委員会に付託する

ことといたします。 

 

 

 日程第１８ 請願第１１号 アメリ

カ産牛肉の輸入再開に反対する請

願外３件 

 

 

○大沼 久議長 次に、日程第18、請願第11号ア

メリカ産の牛肉輸入再開に反対する請願から、

日程第21、請願第14号 定率減税の縮小・廃止

に反対する請願までの以上４件を一括議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 本請願４件は、別紙付託表のとおり関係する

常任委員会に付託の上、ご審査願いたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○大沼 久議長 ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第２２ 議案第６１号 長井市

一般職の職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

 

○大沼 久議長 お諮りいたします。これより上

程いたします日程第22、議案第61号は、委員会

付託を省略し、全員でご審査願いたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 全員で審査するには異

議ないんですが、質疑の方法を１問１答を許可

願いたいと思いますが、いかがですか。 

○大沼 久議長 そのとおり許可しておりますの

で、進めさせていただきます。 

それでは、９月定例会において継続審査とな

りました日程第22、議案第61号 長井市一般職

の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定についての１件を議題といたします。 

これより質疑を行います。ご質疑ございませ
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んか。 

  17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 継続になっておりまし

た給与条例の一部改正する件について、皆さん

議案書を持ってきているかどうかわかりません

が、質疑をしたいと思います。 

９月定例議会で幾つか質問した中で、「検討

します」というふうに言っていた部分が幾つか

あるんですね。そこの部分について３カ月経過

したわけで、どのように検討なさったのかをお

聞かせ願いたいのがまず１点であります。 

 市長が私への答弁の中で、厳密に１分単位で

給料を削除したりする場合には、私は「タイム

レコーダーを入れるというのが必要なのではな

いか」というふうに言ったのに対して、「必要

かどうか論議がなされると思います」というよ

うに答えておりますね。その後どういうふうに

なされたのかをお聞かせください。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 厳密にやるには、そういうご

提案があるというのも、私はやっぱり検討課

題だとは申し上げました。しかし、すぐに間

に合うという話でもありませんし、これは予

算を伴いますから、そのまま検討課題でもう

少しというか、今すぐやるものではないとい

うふうになったところであります。 

○大沼 久議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 質疑の経過の中では私

は「１分単位でするには、人間が目視したりな

んかするんではちょっと難しい」と言っている

んですね。結果は、「自己申告でいいんじゃな

いかと思います」というふうに言いましたね。

常任委員会の会議録で総務課長が答えている部

分があるんですが、「具体的な実施方法につい

ては、南陽市などとも相談を申し上げて」とこ

ういうふうに答えているんですね。南陽市では、

できるかどうか余りわからなくてやったんだと

思います。「集会が終わった時点でいいと思い

ます」というように答えておりますから、南陽

市の総務課長が。 

その後何か総務課長は、南陽市の方と具体的

な実施方法、厳密に実施する方法について相談

をなさった経過がございますか。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 お答えいたします。 

南陽市の争議行為の予定について、11月の18

日あたりあるというふうなお話をお聞きしまし

たので、その辺の状況についてお聞きしたとこ

ろですが、南陽市でもそういった争議行為はな

かったというふうなことでございました。 

そういったところでございますので、長井市

の方針といいますか、申告というふうなことで

今現在考えているところでございます。以上で

す。 

○大沼 久議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 具体的にはそういう行

為がなかったから、相談する必要もなかったわ

けですね。 

私は、 初から言っていますように、ノーワ

ーク・ノーペイの原則は、私は正しいと思いま

す。争議行為であろうと、寝過ごしてだろうと、

保育園に子供を送っておくれたんであろうと、

働いていない部分は全部カットしましょうと、

私はそういう考え方を持っているんです。しか

し、それは同時に、働いた分については全部支

給するのが当たり前というふうに考えているの

です。 

そこで、常任委員会の質疑の中で、こんなこ

とがあったんですね。いわゆる「１分単位で超

過勤務、要するに時間外勤務を命令するなんて

ありません」と、こういうふうに答えているん

ですね、総務課長は。時間外勤務取扱規程とい

うのを、総務課長に私はいただきましたね。９

月の何日かにいただいたと思うんです。それで、

これを初めて見たんです、私は。課長は「例規

集の中にある」というふうに言っていましたけ
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れども、例規集の中にはありません、これは。

長井市訓令第３号というやつですから、例規集

の中にありません。なので、調製したやつを私

はいただいたんです。 

そこで、具体的に時間外をやったときも同じ

ようにこういうふうなシステムが必要でしょう

と、それが整合性だと思うんですね。１分単位

でカットするんであったら、保育園に送ってい

っておくれても、１分単位で超過勤務した時間

もつけるのが、厳密という方法だと思いますね。

ところが、総務課長はこういうふうに答えてい

たんですね。「時間外勤務の命令は、少なくと

も30分単位なんかありません。１時間です」と、

こういうふうに答えているんですね、常任委員

会の中で。 

果たしてそれが、厳密なのかどうかという部

分について質疑をしたいと思いますが、こうい

うことです。具体的に言った方がいいと思いま

すが、総務課所管のところに市民相談室がござ

いますね。市長が、「市長と語る会があります

ので、市民相談室の職員も一緒に行ってくださ

い」と、こういうふうに命令すると思います。

総務課長は、時間外の時間ですから、時間外命

令をしますね。一番近いところ、どこかわかり

ませんが、何時間の命令をしましたか。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 今、現在手持ちの資料が

ございませんので、ちょっと今お答えはでき

ません。 

○大沼 久議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 先に時間外命令をす

るわけでしょう、一般に。例えば私のところ

も何月だか夏にやりました。その場合に、課

長とそのほか、課長は時間外がないですから

ね、時間外も含めて手当を出しているという

ふうになりますから、そうでない部分です。

そういう会合に行くときに、課長は何時間の

時間外勤務命令を出しますか。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 あらかじめ市政座談会、

市長と語る会というふうなところであります

と、 終の時間については明確でありません

から、その部分については一番近い翌日とか

後日、そういった報告をもらうというふうな

形になります。 

○大沼 久議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 時間外命令は、総

務・文教常任委員会で答えているのは、「１時

間以内なんていう命令はしません」と言って

いるんですよ。ならば、命令しない超過勤務

をやっているんですか、その職員は。命令さ

れている。この規定でいきますと、「命令のな

い時間外はしちゃならない」と、こういうふ

うに言っているんですよ。 

 私は、この１分単位の部分で議論をしてい

るわけですから、「正確にしているんですか」

というふうに聞いているんです。ほかの職場

でもいいですよ。１階の窓口のある市民課、

福祉事務所、税務課、あと２階の方の総務課

は今聞いていますけれども、企画調整課もそ

うです。それぞれに、時間外の命令をしなけ

ればいけないんでしょう。 

 第５条にこういうふうに書いてあります。

「時間外勤務の命令は、業務内容及び時間外

勤務の時間数について事前に行わなければな

らない。ただし、緊急やむを得ない事由があ

る場合は、事後において行うことができる」

これは但書ですからね。先に命令をしている

んですよ。それで、終わる時間も管理職は確

認しなければならないんです。そんなことを

していないですね、実態は。結果は、例えば

市民課で２時間の命令をしたとします。しか

し、２時間より早く終わる場合もあるんでし

ょう。遅くなる場合もあるんでしょう。それ

は、毎日処理するのはどういうふうにしてい

るんですか、では。 
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 市民相談室にいる人たちが、相談に行って

帰ってきた、どこまで超過勤務時間をつけて

いるんですか。行っていることは事実ですね、

管理職以外の人で。私のところもそうです。

１時間半くらい質疑応答があったりなんかし

て、職員が出ています。その後、懇親会があ

ったりして、それにも入ってきます。その職

員にとっては拘束時間です。そこの部分につ

いては、時間外の手当は、総務課長は払いま

すか、払いませんか。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 時間外につきましては、

あらかじめその職員から、まず月末でのその

集計というふうな部分にもなりますが、その

都度「きょうは何時間、時間外がある」とい

うふうなことで報告をもらって、それが命令

というふうな形で現在なっているというふう

に考えております。ただいまの例えば飲食の

伴う懇親会の部分の時間外云々につきまして

は、その分については時間外命令としては不

適当な部分というふうに考えております。 

○大沼 久議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 すると、命令なんて

先にしていないんですよね。大体勤務は、そ

ういうあり方なんですよ。そうせざるを得な

いんですよ。 

 具体的に言いますよ。農業委員会の事務局

長さん、おられますね。農業委員の人たちと

おつき合いしますね。好きで酒飲みするかも

しれない。段取りもします。時間外命令をし

ているんですか、それは。 

○大沼 久議長 遠藤正明農業委員会事務局

長。 

○遠藤正明農業委員会事務局長 お答えいたし

ます。 

 懇親会につきましては、時間外命令からは

外している状況でございます。以上でござい

ます。 

○大沼 久議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 要するに、職員を拘束

している時間であっても、時間外から外してい

るんですよね。それで、会費制でしている場合

には、会費も個人のポケットマネーから持って

いっているんでしょう。 

 議会も同じです。事務局の方が常任委員会ご

とに一人ずつ担当しています。そこで、懇親会

をやったりなんかするのは、時間外をつけてい

ないと思います。その会費の持ち出しも、自分

のポケットマネーだと思います。どこからも出

るところはないですから。 

 そういう職場だから、総務課長、私は１分単

位で時間外を命令していませんなどという詭弁

は通らないと思いますね。自分の部下が職場に

残っている間、管理職がずっとついているなら

いいですよ。結果は自己申告なんですよ。事後

に自己申告。だから、この規程にあるとおり、

「そんな時間外命令はしません」と、これは文

章に書いてあるだけ。せざるを得ないんですよ。 

 こういうことも書いてあるんですよ。「適切

に発せられた命令による勤務をした時間外勤務

の手当の支給に当たっては、手当を棄権させて

はならない」と。例えば10分とか15分を、月の

単位で超過したとしますね、正確に報告してい

たのが。端数だから切り捨てるなんてならない

でしょう。 

 だから私は、当初から言っているようにノー

ワーク・ノーペイの原則というのは、厳密に適

用すべきだと思います。例えば争議行為であろ

うとなかろうと、そんなものは関係ないですよ。

朝、保育園に子供を送っていたら、10分おくれ

ていきましたと。働かない分は、それは賃金を

カットするのが当たり前でしょう。争議行為は

関係ないです、そこは。それが、ノーワーク・

ノーペイだと思いますよ。そういう意味では、

別にそこの私はノーワーク・ノーペイでいいと

言っているんですね。争議行為であるかないか
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で、関係ないでしょうと。全部カットすればい

いんでしょう。そのかわり、時間外とカットす

る部分というのは、時間外の規定と労働時間の

中の規定ですから、これは整合性を持たせなき

ゃいけないんじゃないですかというふうに言っ

ているんですよ。 

 だから、県の方に私も１回だけ行きました、

相談に。「難しいんじゃないですか」と言った

のは、そこを言っているんです。それでも１分

単位でできますか。総務課長、答えてください。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 今回の議案第61号の件につ

きましては、地方公務員法で禁止されている争

議行為をあえてしたというふうな場合に、厳密

に減額をさせていただくというふうなことでご

ざいまして、そのほかの時間外命令、この部分

につきましては他の部分で考えていくべきもの

というふうに考えております。 

○大沼 久議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 時間外命令の部分はで

なくて、例えば「朝10分遅刻してきたのを、な

ぜそこをカットしないんですか」と言っている

んです、私は。カットするのがノーワーク・ノ

ーペイでしょう。違いますか。だからおかしい

と言っているんです、私は。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 確かに、勤務しない部分

については厳密にカットすべきと、減額すべ

きというふうに考えておりますが、今回の条

例の提案の部分につきましては、違法行為を

あえてするというふうな部分で別に考えてい

きたいというふうに考えております。以上で

す。 

○大沼 久議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 違法行為は、地方自

治法に基づいて執行すればいいんでしょう。

これはだから、交渉事項じゃないと前から市

長が言っているのは、そういう意味なんです

よね。関係のない話ですよ、そこは。取り扱

いの中身だけ変えるんであったら、別に勤務

は１分単位にするというふうにさえすればい

い話だと思いますよ。公務員職場というのは、

逆に保育園に子供を送っていっておくれた場

合には給料を払うんですか。そこは、逆にお

かしいんじゃないですか。 

 私は民間の職場にいたとき、保育園ははな

ぞの保育園だったので遠かったんですよ。し

ょっちゅうおくれて行った。15分単位で私は

カットされていたんです。タイムカードがあ

ったんですね、厳密ですよ。普通はそうなん

です。時間外についても、同じように扱わな

ければならないと思います。 

 もうちょっと、では別の角度で話を聞きま

すね。３月25日ころになると、人事異動を発

表しますね。内示をします。それぞれに、職

場を異動します。勤務時間中はお客さんがい

るので、特に年度末や年度初めは忙しいので、

休日しかできませんね。夜の時間だとか。そ

れしか異動できないですね。「３月31日までは、

前職の方の時間外手当、正確につけろ。４月

１日からは、新しい職場の方の手当を正確に

つけろ」と、こういうふうになりますか。そ

れとも、「時間外命令はしないから、支払いも

しない」と、こういうふうになりますか。ど

れを選択するか、総務課長、お答えください。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 業務である場合ですけれど

も、時間外での年度を超えた業務であれば、新

年度になっても旧科目から出るというふうにな

るというふうには思いますが、その単に場所の

移動の部分で時間外をするというのもあるのか

ですが、その辺はちょっとケース・バイ・ケー

スのところもあるのかなというふうに考えてお

ります。 

○大沼 久議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 どういう意味ですか。
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そのケース・バイ・ケースというのは。職場を

異動しなかったら、その必要がなかった。拘束

される必要がなかった時間でしょう。大変な量

ですよ、大体パソコン１台移動すればいいとい

う話じゃないでしょう。ケース・バイ・ケース

じゃなくて、異動する時間をちゃんと命令しな

きゃいけないんじゃないですか。各課長に、そ

ういうふうに指示を出さなきゃいけないんじゃ

ないですか。平均的な異動時間が、例えば４時

間なり５時間なり必要なんでしょう。１分単位

の厳密なことを言っているわけですから。私は

細かいことを聞いているんですよ。「ケース・

バイ・ケースによります」なんて、そんな答え

では議会では通らないんじゃないですか、今質

疑している中身からいったら。では、どういう

ときに時間外命令を出し、どういうときに出さ

ないんですか。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 職場につきましては、異動

については一斉に異動するというふうな場所の

移動もあるというふうに思いますし、個人の異

動もあるというふうに思います。その部分につ

いて各担当課長が指示し、時間外で必要であれ

ば、時間外命令の中での異動もあるというふう

に考えております。 

○大沼 久議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 各課長が、そんな把握

していると思いますか。この時間外の取扱規程

の第２条の１には、こういうふうに書いてある

んですよ。「所属長は、所属組織の事務量を的

確に把握し、事務の配分、人員配置を適正にし、

かつ事務処理の合理化、能率化を図り、勤務時

間内に事務を処理するように所属職員を指揮監

督しなければならない」。大変いい言葉だと思

います。ちゃんとこれをやっていれば、時間外

なんかする必要がないんじゃないですかと、私

は言いたいんだと思います。 

 しかし、結果は先ほどの質疑で明らかになっ

たように、またいでいるんでしょう、結局年度

末などは。もっと言えば、休日出勤をした場合

に、代休を取れというふうに課長は指示します

ね、現金を払わないように。代休というのは、

本来違いますね。何日には出勤するから、何日

に休んでくださいと。これが代休じゃないです

か。総務課長、間違いないですね、そこは。 

 しかし、現実には違う扱いをしていないです

か。出勤した日をどこか休んでもらえないかと、

こういう指示をしていませんか。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 休日出勤の場合の代休、そ

れから土日出勤の場合の振替休日につきまして

も、できるだけ代休なり振り替え日で処理して

いただくように各管理職の方にはお願いしてお

ります。 

○大沼 久議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 そのまま休むように指

示していて、年度を越えて手当を払わないまま

なんていうのはないというふうに見ていますか。

総務課長、どうですか。各課そういう調査はし

ていないですか。 

 異動したところがありますね。しかし今度は、

新しい職場に行ったところで代休を取れと言わ

れても、これは困った話ですね。だけども、実

際はそういうような言い方をしている部分がな

いですか。扱いは。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 代休につきましては、代休

の指定日以降８週、それから土日の週休日につ

きましては前４週、後８週の中で振替代休可能

というふうになっておりますので、その部分で

いきますとその年度をまたがって新しい職場で

振り替えになるというふうな可能性もあるとい

うふうに思いますが、できるだけそういったこ

とのないようにお願いしたいというふうに、今

各管理職方にお願いしているところです。 

○大沼 久議長 17番、蒲生吉夫議員。 
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○１７番 蒲生吉夫議員 私が今回こうやって質

疑したのは、大体今もそういう意味では１分単

位の厳密なことなんてやっていないんですよ。

時間外の命令は先に出していない。９月に質疑

したときに、私はこういうふうに言ったでしょ

う。「残業している人に、きょうはあなた何時

間の命令で残業しているんですかと抜き打ちで

聞きますよ」と。命令していないんですよ。規

程に違反しているんですよ、皆。結果は、事後

にするしかないからなんですよ。 

 私はここまでで、前回少し残った分があった

んで質疑したわけですから、私は終わります。 

 しかし、市長に 後にお聞かせ願いたいと思

います。県の方では、「これは難しいぞ。また

争いごとは出てくるぞ」と、こういうふうに言

っていたんです。それで、「議会が決めること

ですから」というふうにして、きょう議員に判

断をしてもらうわけですね。要するに、議会の

方にさじを預けている格好ですよね。 

 そこで、「議会が決めたことだから、決めれ

ば議員に責任がある」と、こういうふうに思わ

れますが、市長いかがでしょうか。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 これは、一歩前進だと思うんで

すよ。違法行為で、しかも時間内にストライキ

をしているのを、それを給与を払っておったと

したら、これはやっぱり住民監査なり返還請求

なり出てきたら、これはやっぱりこたえなけき

ゃいけませんよと、それは地労委でもだれでも

できるわけじゃないですよと、当局ですよと。

だから、南陽市はこれを決断したわけです。 

 そしてその決断したのを受けて、私も決断し

たわけです。当局として、決断したわけです。

これは、一歩前進なんだと。「ほかのことも、

あれもこれもこれもできないと、これはだめだ

よ、整合性ないよ」というのは、私は結局改革

を引き延ばしてくる、一つの常套手段だと思う

んですね。まず、いいと思ったことを一つずつ、

やっぱり改革を前進させていくという意味で、

これは南陽市のやられたことは私は道理に合っ

ているし、それについてまず決断をしたわけで、

そしてご提案を申し上げております。民主主義

というのは、当局が提案をし、そして議決をし

ていただくということですから、そういう関係

であると思います。 

○大沼 久議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 市長の言いたいことは

十分わかりましたが、私は今長井市のこの職場

は８時半からの勤務になっていますね。争議行

為以外の何かの理由で10分間おくれましたと、

それはどうして支払いをするんですか。この条

例でいくと、逆にそういうふうに問題が出てく

ると思いますよ。それこそ、住民監査請求をさ

れれば、「その10分間分返せ」というふうに命

令されれば、私は逆におかしいと思いますね。

それに払うんですか。どうしてですか。今の部

分だけ、もう一回答えてください。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 この議案第61号の条例は、違法

であるストライキを時間内にした場合に、それ

に給与を払うというわけには、それはいかない

だろうと。それはやっぱり、改革しなきゃいけ

ないだろうと。それを南陽市さんがされたわけ

ですから、我々もやりましょうということを申

し上げていることであります。ご理解をいただ

きたい。一つずつよくしていくしかないと思い

ます。 

○大沼 久議長 ５番、佐々木謙二議員。 

○５番 佐々木謙二議員 継続審査のこの議案第

61号に関しては、長井市一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てということで、先ほど来市長なり総務課長か

らも答弁がなされておるわけでありますが、こ

れは地公法の第37条第１項の規定、争議行為に

限定した、ストライキに対して１分単位で減額

をすると、そういう提案内容だったわけであり
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ますが、９月議会の段階では「労働条件の変更

ではないので、管理運営事項の中身であるから、

交渉になじまないんだ」というふうなことで答

弁を受けておって、ですけれどもいろいろな面

で運用面で、技術的な問題が含まれているんじ

ゃないかと。しかも９月の27日ですか、地労委

との斡旋開始があると。斡旋申請に基づいての

斡旋開始がなされると、そういったこともあり

ますので、労使交渉で積み上げをしていただい

て、もう一度再提案していただきたいと、こう

いう趣旨で継続審査になっておったというふう

に理解をしているものですが。 

 この９月27日の地労委との斡旋は、どんな内

容の話し合いになったのか。総務課長の方から

ひとつお伺いしたいと思います。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 お答えいたします。 

 ９月27日に、県労働委員会の斡旋を受けてお

ります。場所は、長井市役所３階第一委員会室、

時間につきましては午後３時10分ころから夕方

５時半ころまででございました。斡旋委員の方

は３名でございます。ほかに、県の労働委員会

の事務局の方５名、組合側からは10名の方、当

局側からとして市長、そして私、そして担当補

佐の３名が出席しております。 

 初めに、斡旋委員の方から本日の斡旋の内容

につきまして説明がありました。「県労委の役

割としては、労働紛争の実質的解決の手助け、

双方の譲り合いの仲立ちをすることである」と

いうふうなことがありまして、労働関係調整法

に基づく「企業職員、単純労務職員の労働条件

に係ることについての、団体交渉の促進という

ふうなことで斡旋を行う」というふうなお話が

ありました。 

 初、そういった全体の中での斡旋委員の方

からの説明がありまして、その後それぞれ組合

側、そして当局側と、それぞれに退席しながら

事情聴取といいますか、そういった内容でなさ

れまして、 終的に斡旋委員の方が作成された

調停案、協定書案をもとに３者集まりまして話

し合いをし、合意したというふうな内容でござ

います。以上です。 

○大沼 久議長 ５番、佐々木謙二議員。 

○５番 佐々木謙二議員 合意したということは、

話し合いをするということについて合意したと

いうことの理解でよろしいですか。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 合意した協定書の内容で

ございますが、２点ほどありまして、一つに

は企業職員、現業職員の労働条件の変更に関

し互いに相手の立場を尊重した誠実な団体交

渉を行うことによって健全な労使関係の構築

に努めるというふうな協定書の第１項目です。 

 第２項目につきましては、平成17年９月１

日、長井市市議会に提案した給与条例の改正

案の運用に関する事項について誠実に交渉を

行うというふうなことでございまして、これ

までも長井市といたしましては交渉しないと

いうふうなことを、そういった立場を取って

まいりましたから、これに向けて交渉を行う

というふうな立場にずっと立っておるもので

ございます。以上です。 

○大沼 久議長 ５番、佐々木謙二議員。 

○５番 佐々木謙二議員 労使関係の健全な関係

を築いてほしいという、斡旋委員の調整になる

わけですが、あとやっぱり運営面についていろ

いろ交渉したらいいんじゃないかという内容だ

ったと思うんですが、では交渉されたのかどう

か。そして、されたとすれば、どういう経過な

のか。そこをちょっとお聞きしたい。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 本件に係る交渉につきまし

ては、県労働委員会の斡旋が９月27日にありま

したが、この前の８月22日、この条例、議案第

61号に係る交渉を行っております。この部分で

は、交渉の入り口論というようなことで、交渉
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事項か否かの点にこだわりまして、結果的に内

容に入れないというふうな状況でありました。 

 ９月27日に労働委員会の斡旋を受けた後の交

渉につきましては、３回ほど交渉日程を取って

おりましたが、結果的に２回交渉を行い、１回

については交渉条件未調整というようなことで

交渉になりません。その結果と申しますか、そ

の交渉の中で本件についての交渉は行われてい

ない状況でございます。以上です。 

○大沼 久議長 ５番、佐々木謙二議員。 

○５番 佐々木謙二議員 ９月議会では、議員の

皆さんいろいろ心配されまして、運用面の技術

的な面、それから労使交渉を尊重しながら積み

上げられるものがあったら積み上げて合意しな

がら、進められるものについては進められない

かというふうなことで、継続になってきた経過

なわけでありますけれども、３回の交渉の場が

設置されたにもかかわらず俎上にも上らなかっ

たというふうなことになるとすれば、労使がそ

んなに重要視しないために交渉のテーブルに乗

らなかったのかな、そう言わざるを得ないわけ

でありますけれども、その雰囲気としてはどん

なものだったんでしょうか。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 交渉に入る前に、事務折衝

というようなものがありますがこれまで６回ほ

ど事務折衝してきております。その中で、この

懸案事項についても話し合いをした経過がござ

いますが、交渉事項につきましては組合側の意

見として「事務折衝でまとまったものを、交渉

で合意していきたい」というふうな基本的な立

場がおありのようで、そういった部分で交渉に

上げるまでには至らなかったというふうな状況

がございます。 

○大沼 久議長 ５番、佐々木謙二議員。 

○５番 佐々木謙二議員 いろいろな意見が前回

出されて、その点について十分交渉しながら、

合意点を見出しながらお互いの立場を尊重して

というふうなことを願ったわけでありますけれ

ども、そうならなかったということだとすれば、

それはそれで余り事務折衝の中でも話し合いが

煮詰められなかったというふうなことだとすれ

ば、余り重要視されていないのかなというふう

に取らざる得ないかなというふうに感じられた

ところでございます。私の質問は、これで終わ

ります。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 ３点ほど質問させてい

ただきたいと思いますが、その前に議長に議場

内の整理をしていただきたいんですけれども、

収入役がいらっしゃらないんですが、その報告

はどうなっているんですか。 

○大沼 久議長 暫時休憩します。 

 

     午前１１時２０分 休憩 

     午前１１時２１分 再開 

 

○大沼 久議長 会議を再開いたします。 

ご報告いたします。 

大変事務手続上の不備で申しわけございませ

んでした。今回、収入役は、新潟山形南部自動

車道の陳情でどうしても市長が出なければなら

なかったのを代理していただいたということで、

本日の欠席の通告がなかったことを陳謝されま

したので、ご了承願いたいと思います。 

11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 まず第１点は、今佐々

木謙二議員からもありましたけれども、私もこ

の間交渉がどうなっていたのかというところは、

とっても気がかりなところなんです。今の説明

だと、結果的にはしてこないということになる

わけですが、なぜならなかったんですか。総務

課長は「組合は事務折衝でまとめてからという

ことだったもので、結果的にはこうなったん

だ」ということなんですけれども、少なくても

９月定例会の 終日で結果として継続になった
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主な内容というのはここだったわけですね。こ

こはやっぱり積み上げて、やってほしいという

ことだったわけですけれども、それがならなか

ったというのは、それはこの説明だけではとて

も理解いかないわけです。どういうそれぞれ努

力をしたのかというところはどうだったのです

か。お聞かせをいただきたいと思います。総務

課長。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 お答えいたします。 

９月27日に県労働委員会の斡旋を受けまして、

協定書を交わしたわけです。9月28日、翌日で

すが、斡旋後の第1回の事務折衝を行っており

ます。この９月27日に締結した協定書の中身に

ついて、若干双方に認識のずれがあるというふ

うなことがありました。そのときの組合側の主

張というふうなところでいきますと、一つには

管理運営事項といえども労働条件にかかわる場

合は交渉事項だということ。それから整合性の

問題、あと運用上の現認問題があるというふう

なことでございます。 

長井市の主張としましては、一般論としては

団体交渉促進に応ずる考えであるというような

ことで、交渉には応ずると。ただし、今回の提

案につきましては法律で禁止されている行為に

対しての改正でありまして、管理運営事項であ

って交渉にはなじまないものというふうに考え

ていると。交渉につきましては、交渉の申し入

れがあるのでそれに応じていきますし、これか

らもやっていくと。 

二つ目には、今回の斡旋に伴って、交渉につ

いては市議会に提案した改正案の運用に関する

事項を主に交渉していくのであるだろうという

ふうなことでありまして、こういったところで

のそれぞれの主張があります。この辺の部分を

さらに詰めていくというふうなことでは、双方

事務折衝の中では話になっておりますが、その

後６回、11月11日まで斡旋後の第１回を含めて

６回の事務折衝を行っていく中で、交渉事項に

対する優先順位、課題等についての優先順位な

どもありまして、その間部分部分では事務折衝

などで話は出ておりますが、そういう大きな話

にはならなかったというふうに考えております。 

そういったところを受けまして、10月31日に

市長交渉を行っております。この部分では、一

つには旅費日当の見直し、二つには20年以上の

退職時特別昇給の1号廃止の見直し、この部分

について交渉を行いまして、合意したところで

あります。 

それから、第２回目の市長交渉を11月８日に

行っておりまして、この中では今年度の給与改

定に関する件について交渉を行ったと。そのあ

と11月16日に、３回目の市長交渉予定でありま

したが、11日の事務折衝の中で16日の市長交渉

については諸条件が未調整であるため行わない

というふうな格好で事務折衝の中では決まり、

結果的に交渉は行われないままきょうまで至っ

ているというふうな状況でございます。以上で

す。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 結果として交渉になら

なかったということは、議会の求めに対しては

十分こたえられなかったということになるわけ

ですね。それを受けて、だとするならば当局は、

この議案第61号についてはその取り扱いについ

て、「こういう状況だから、こういう判断をし

ます」という旨の何らかの言い分といいますか、

説明があってしかるべきなのではないですか。

少なくても、議会の求めにこたえられなかった

という状況があるわけで、その状況を踏まえれ

ば、この12月定例会で扱うことも含めて、当局

側からこの間の説明をして、そして「この取り

扱いについては、こうしていただきたい」とい

う、何らかの考え方が示されるべきだと私は思

うんですけれども、そういう検討もされなかっ

たんでしょうか。 
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○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 これは、８月22日にまず交渉を

したんですよ。ところが、「これは労働条件の

変更だ」という、こちらは「そうじゃない、違

法行為の適用だ」と、ここでぶつかったわけで

す。見解は分かれました。 

 それから、向こうは「労働条件の変更だ。だ

から、合意しなければ提案できないんだ」と言

いますが、「それはそうじゃないんだ」と。私

は、「これは違法行為を時間内にすることにつ

いて、これは南陽市でも決定されたことを決定

するのだから、何ら労働条件の変更とは違って、

法律の厳格な適用なんだ」ということで30分や

り合ったら、「こんなことじゃ話にならない」

と言って、書記長だったかが「じゃあ、いい

は」とこうなったから、そこは物別れになった

んです。 

 それで、９月27日の地労委です。地労委では、

第１項は「とにかくこれからも、申し込まれた

ら交渉をしましょう。お互いに真摯に交渉しま

しょう」と、これは原則論です。それで、第２

項に「運用に関する事項について誠実に交渉を

行ってください」と、こういうことだから、今

度は事務折衝で今のように、何回かやったと。

運用に関する事務折衝もやったけれども、合意

に至らなかったから。ぼくは待っていたんです

よ。ちゃんと16日をあけて。「市長、いいは」

ということだから、このことについては。 

 したがって、私たちの方はしっかりと交渉は

してきたということです、まず第１に。見解が

違っていたのは 初からそうですが、そして地

労委も私たちの「これは違法行為に対するもの

ですから、労働条件の変更ではありません。だ

から、提案するなと言われたって提案します」

ということについては、何ら異議は挟まなかっ

たわけです、地労委の皆さんは。対立点につい

て異議を挟まなかった、私たちの主張を認めて

いただいたと、私は思いましたよ。したがって、

その後も運用に関して３回やっているんですが、

その事務折衝等で合意ができなくて、こっちは

「いつでも交渉しますよ」と、合意できなくて

も交渉というのはあり得るわけですから、それ

は。「合意できるものは全部交渉、合意できな

いことは交渉しない」なんて言っていませんか

ら、私は。合意できないこともあるんです、今

までも。 

 それで、そのことについて随時全員協議会で

もこのことについて協定書を申し上げてきたし、

議会のご判断は「継続審議だ」との議運の方で、

「冒頭で、みんなで審査してやるんだ」という

ご判断ですから、それは尊重させていただいた、

そのとおりであります。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 私が聞いているのは、

そういうことではないんですね。少なくても、

９月の段階で議会の求めたことについて、実際

履行できなかったわけですよ。市長は「合意な

くても」とか云々とか言われますけれども、し

かし合意するにも何も会ってもいないわけだ。

そういう状況をちゃんと説明をした上で、当局

の判断がここは求められたのだと、私は思うん

ですよ。この議案第61号の取り扱いは、そうい

う状況だから。 

 これは、例えば取り下げるであるとか、ある

いは「もう少し時間をくれ」であるとかという

ことが、投げかけられるべきものと私は思うん

ですよ。なぜ、そういう判断ができなかったん

ですか。議会の求めというのは、明確なわけで

す。それに対して、だけど現実的にそれが積み

上がってこないという状況を踏まえた判断、こ

れが私は示されるべきものというふうに思いま

す。そこはどう整理されるんですか。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 これは、何度も申し上げていま

すが、私は交渉にはいつずも応じてきたんです。

議会の後でも、ちゃんと交渉に応じてきたんで
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す。それで、いろいろな事項がありますが、事

務折衝等で合意したことについては、合意もし

たんですよ、これは。３回取っておったんです

が、２回やって１回目については合意できなか

ったからというか、見解が違っていたからとい

うことで、これは延期になったというだけの話

ですよ。 

 このことについて言うと、９月の議会の前の

８月と何ら状況は変わっていないんです、この

ことについては。やっぱり我々は、「これは正

しい。これは改革の一歩だ。一つずつやらなき

ゃいけない。できるところから、順序よく」と

いうことでご提案しているわけですから、これ

を今度の議会の議運の皆さんでも冒頭で議論し

ていただくということは、「そうですか。それ

は大いに私たちも見解を申し上げる」、提案し

たとおりであります。これは、継続審査であり

ますから。それについてご判断をいただくとい

うことでいいのだろうと思います。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 ここはそごですね。随

分違いがあるなというふうに私は感じます。求

めに応じられなかったということの総括がない

ままに、８月にやったであるとかその延長だと

いうのは、聞こえないわけですよ。何のために、

では９月５日に山形県労働委員会に対する交渉

斡旋申請があって、９月27日に斡旋協議があっ

て、そして協定が結ばれたのかというところが、

全く関係ない話になってしまうわけです。 

 そうではないんですよ。結果として、交渉が

積み上がってこないわけですから、それを踏ま

えた説明と判断というのが、私はなされるべき

ものだというふうに思います。 

 もう一つお聞きをしますが、協定の中身で言

いますと、先に朝日新聞が記事としてこの問題

に触れられていました。市長は、「労働条件じ

ゃないから」ということで言っているというお

話なども載っていたわけですけれども、私はこ

の協定書を見る限りこれは労働条件そのもので

あって、そのためにちゃんと交渉しましょうと

いうふうに、双方が第三者機関も入った中で確

認をした中身というふうに理解をしているわけ

です。 

 しかし、にもかかわらず、さきほど総務課長

の答弁では、これを受けて以降もまだ「違う」、

「そうだ」、「いや、管理運営事項だ」、「いや、

運用だけだ、労働条件じゃない」というところ

でつっとまっているみたいな感じなんですね。

では、本当にこの協定書の中身というのはどう

なのかというところは、きちんと私どもも精査

をしなきゃならないと思うんですよ。そこは、

当局はどういうふうにとらえているんですか。

まさに、この内容１で言えば、労働条件そのも

のだから、これはきちんと誠実に交渉しなさい

という中身だと思うんですよ。２だけ言っちゃ

だめなんですね。２の前提が１なわけですから。

そこのところは、きちっと整理をして対応する

ということが必要なのではないですか。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 地労委の方に、私は「どこが違

うのか」ということを、「どこが争点なのか。

それで、どこが見解が違うのか」ということを

お話をして、私たちの見解を話したんですよ。

それは、この29分争議行為のカットが「労働条

件の変更だ」と組合は言われる。私たちは、

「それは法律の適用だ」と。これは法律の適用

だと思いますよ。だから、労働条件の変更とい

うことではないから、「議会に合意しなきゃ提

案できないなんていう、そういう組合の主張は

違いますよ」ということを申し上げて、それに

ついて異論は一つもなかったんです、それは。 

 しかも、このことについてもし住民監査請求

なり返還請求があったら、それは我々がやるこ

とですから、地労委さんが責任をもってくださ

るはずもないし、できるわけもないし。「それ

については、私たちが責任をもってやるんです
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よ」と、そう申し上げたことについても異論は

一つもないのです。 

 そして第１項は、「誠実に交渉してください

よ、労働条件ということであれば。」それは今

まで、私たちもやってます。常にやっています。

申し入れられたときには、全部私は出ています。

これはやっていますから、このことについては

「そのとおりですね」と。ただ、この給与条例

の改正の運用について、「運用に関しても誠実

に行ってくださいよ。運用に関してもやります

よ」と、これで合意したんです。全然私と違う

なというように、私も思います。あなたも違う

かもしれないけれども。私は、そう理解をして

いるところであります。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 そこにいたわけではな

いから、私もわからないけれども、しかしこう

いうことだというふうに、これは職員団体の方

からいただいた中身では、こういうふうに触れ

ています。「市議会に提案した給与条例の改正

案の運用に関する事項については、誠実に交渉

を行う」という意味は、これは主任斡旋委員の

立松潔さんという方が 後に言われたようです

けれども、「お互いに譲り合って、良好な労使

関係を築くように。また、運用に限らず労働条

件についても交渉するように」というふうに、

要請をされたと、市長は。それに対して市長は、

「はい、わかりました」というふうに応じられ

たのだというふうに記されているんです。 

 そうだとするならば、労働委員会が「市長が

言う中身に異論がなくて、それは認められた」

という解釈をするということのようですけれど

も、そうではなくて、明確に「これは運用だけ

じゃなくて、労働条件をちゃんとしなさいよ」

というふうに言われたこと、まさに協定書でい

う「２の中身については、１でちゃんと交渉し

なさいよ。労働条件なんだから」というふうに

言われているんだと思うんです。そういう理解

に立って進めば、この間交渉は進んだんじゃな

いですか、入り口論じゃなくて。そうではない

のですか。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 ですから、この協定書をあなた

と私が全然違うのは、一般的に「交渉を誠実に

行ってください」、「それは当たり前です。やっ

ています」と。「２番目について、運用に関し

て誠実に交渉してください」、運用ね、運用に

関して。「それもやりましょう」と、こう言っ

たんですよ。 

 その後に、例えば組合の文書の中に「運用に

限らず、労働条件についても」と、こういう合

意のほかに、他の労働条件等について誠実にと

いう意味なら、それはそのとおりでしょう。し

かし、この協定書第２項で「運用」と書いてい

るんですから、それはそのとおりですよ。そう

いうふうに拡大解釈しない方が、私はいいと思

うな、法律的に言うとね。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 拡大解釈をしているわ

けではないのです。そういうふうになっている

んじゃないかということと、もう一つは、地方

労働委員会、今労働委員会というようですけれ

ども、そこはやっぱり労働条件の変更だから、

この交渉は交渉斡旋の申請を受けて、そして斡

旋行為をしたわけでしょう。その基本的な趣旨

に立って対応するということが、交渉を具体的

に前に進めるという、そういう当局の立場なの

ではないですかということを聞いているんです。

考え方なんです。 

 この間、交渉斡旋申請を受けて、それで斡旋

があって、せっかくこういうものができたにも

かかわらず、全く進まないということだとすれ

ば、それは不幸なことであって、むしろ進める

という立場に立つというのが、やっぱり当局の

姿勢だと思うんですよ。そこのところをいつま

でもやらないから、現実的に今日に至っている
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んであって、労働委員会の設立の趣旨、目的、

そういったところをきちっと踏まえれば、何を

当局としてやらなければならないのかというと

ころは明確だと思うんですね。議会の求めに応

じて交渉を進めるというために、何か必要なの

か。その判断は、私はこの協定書の中で十分尽

くされているし、それに沿った対応をするとい

うことが、当局の大人の対応なのではないです

か。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 誠実に交渉はしてきたんですよ、

ずっと７年間も。そして、いざというときには、

すべて私はやっぱりこれも重要な事項だと思う

から出てきて、合意ができないときもありまし

たよ。座り込まれたときもあるし、ほかの人を

いっぱい連れてきたときもあるし、いろいろな

ことがあったけれども、交渉はしてきたんです、

私たちは。 

 そして、この地労委の方に対しては、この問

題について違うところは、労働条件の変更であ

る、変更でないという話ですから、ここが争点

ですから、私たちは「変更じゃないんです。こ

れは厳密な法律の適用なんですよ」と。そして

だから、この件について「合意ができなければ、

提案して悪いなんていう話にならないんですよ。

提案権はあるんですよ」ということについて、

「それは違う」とか「これは労働条件なんだ」

とかそんな意見はなかったから、立松さん、３

人の合意なんでしょうけれどもね、それは認め

ていただいたと、そこがそのとおり載っている

わけですよ。あと、「運用について、交渉の申

し入れがあればもちろんやりますよ。私たちは

自主申告だと言っておりますけれども」と。 

 何らおかしくないでしょう。当然でしょう。

そう思わないのが、労働組合の方に立っている

からじゃないですか。立場がそうだからじゃな

いですか。私は、市民の過半数の人は、あるい

は議会の賢明なる皆さんは、ちゃんとご判断を

いただけると思っております。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 そういうことではない

んですね。市長は、誠実に７年間交渉してこら

れたとおっしゃいました。では、９月の決算総

括で私は申し上げましたけれども、何で地方労

働委員会がああいう命令書を出したんですか。

これまでの、いわゆる交渉の中身は不誠実だっ

たと。きちっとした交渉とは言えないから、そ

れを是正するように。反省してちゃんとこれか

らはきちっと対応するようにという命令が出た

んでしょう。現に、それをもとにして職員団体

と現業評議会あてに誓約書とも言える文章を出

したじゃないですか。そういうのが、今までの

状況だったんですよ。全部誠実であったなんて

いうことは、聞こえない話。そういうふうに申

し上げておきます。 

 もう一つは、このまま例えばきょうこれから

採決になるわけですけれども、このままで決ま

った後、どうなります。運用面での交渉を含め、

労働条件というふうな部分での交渉というのは、

どうなるんですか。決まってからやるんですか。

それとも、現時点での当局の判断は、これから

積み上げるからというふうに考えておられるの

か。そこは、お聞かせをいただきたいと思いま

す。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 誠実に交渉を行ってきたんです

よ。それはしかし、半分以上いわゆる外人部隊

をやったり野次を飛ばしたりするから、「それ

はみんなに公表したらどうだ」と私は、「みん

なに、議会だってちゃんと公開しているんだか

ら、テレビカメラでも新聞記者の皆さんでも入

れたらどうだ」というので、多少意見の行き違

いはありましたけれども、それも「オブザーバ

ー１人、意見は言わない、交渉については」と

いうふうになったから、「まあ、この辺で」と

いうことで私の方も「情報公開したらどうだ」
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というのは持っているけれども、その辺で妥結

してそのままずっとやってきたと。誠実に交渉

してきましたよ。 

 それから、これは９月の議会にも提案された

ことでありますし、ここで議決していただけれ

ば、あと運用について申し入れがあれば、それ

は運用について交渉は継続していくということ

であります。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 誠実にされたのではな

いからああいう命令が出たんだと、その反省を

きちっと踏まえなければならないという意味で、

９月定例会の 終日の動議の提案者の意見にも

あったんですよ。そのことを、私は忘れないで

いただかないと困る。このことは申し上げてお

きたいと思います。 

 当局の考え方としては、議会の求めであった

交渉、事務折衝なども含めてですが、それは積

み上がらないけれども、結果として。だけど決

めてほしいということだというふうに理解しま

す。しかしその結果、またぞろ例えばさきの地

方労働委員会の中で２年間にわたって80万円も

90万円も支出をしているわけだ。人事委員会に

ついては、２年間で150万円ものお金を弁護士

費用としてつぎ込んでやってきたわけですよ。

そういうことを、また繰り返すのですかと。そ

ういうことにつながりはしないかということを、

うんと心配されていたわけです、９月の 終日

に。 

 少なくてもこの間の、市長は誠実な交渉と言

われるけれども、状況を踏まえた命令書や採決

書が出ている。そこをきちっと踏まえて対応し

てほしいというのが、議会の求めだと私は思い

ますよ。それも仕方がないのだと、受けていく

のだと、担当の職員にまた大変な思いをさせて、

ほかの業務をほっぽり投げてその対応に当たら

せるということになるのですか。私はそれでは、

この間の教訓が全く生かされないと言わざるを

得ないと思います。どうなのでしょうか。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 誠実に対応しながら、改革を断

行してきたと思いますね。改革を断行する場合

に、今度の問題だってちゃんと、自分たちから

「もう、それじゃだめだ」と言って地労委の方

にぽんと上げてやったり、それはどこかに訴え

たり、そこまで人は止められませんよ、それは。

抵抗する方は、あらゆることをおやりになるで

しょうから。それは受けて立ちますが、私はや

っぱり改革を市民のために断行するためには、

市民の意見を聞いて、それでいいと思ったこと

はやっぱり提案をしていきたいということであ

ります。そして、そのことについての基本的な

姿勢は変わりありません。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 改革の中身について後

で触れさせていただきますが、私はそれでは結

局教訓は生かされないというふうに感じます。

何よりも、これまでもそうだったように、そう

いった支出やあるいは担当の職員の仕事内容、

負担などは、大きな市の損失だと私は感じてい

ます。それをまたぞろ、きょうこういうふうに

して決めて、その結果起こるであろうそのこと

も想定し得ない内容での判断というのは、私は

大いに疑問を感じるというふうに、ここでは申

し上げておきたいと思います。 

 二つ目について、総務課長にお伺いをします。

９月定例会の総務・文教常任委員会の中で、私

も幾つか質問させていただきました。その中で、

「やっぱり現認行為というのはかなり難しいの

ではないか」というふうに質問をさせていただ

きました。課長の答弁は、「それは確かに難し

いけれども、自己申告云々」というふうなお話

があったわけです。そして、「既に条例化をし

ている南陽市と相談をし、協議をしたい」とい

うお話でした。先ほどの蒲生吉夫議員の質問に

対しては、してこなかったというふうになって
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いるわけです。 

 私は感じるわけですけれども、継続をして議

案の審査をしているわけですから、少なくても

この間出た疑問や、あるいは「これから以降検

討します」あるいは「協議をします」というふ

うに言われたことについては、これは次の機会

までに私はきちんと履行して、相談をするなり

協議をするなりしてきて、その結果をきちっと

ここで報告をするということが前提なのではな

いかというふうに私は思うわけです。どうして

具体的な話ができなかったんですか。「具体例

がなかったから」という、さっきのお話でした

けれども、具体例を想定をしてどうするかとい

うことを聞いているのだから、聞いていますか、

ちゃんと。そこは、私はきちっとやっていくと

いうことが筋だと思いますけれども、そこは総

務課長、どうですか。大したことないと思われ

たんですか。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 南陽市の状況につきまして

は、あらかじめお聞きしておりました。その後

の動きについて、一番大きいのは11月18日のス

トライキがあるというふうな通告があったとい

うことで、その辺の状況をお聞きしながらとい

うふうに思っておりますし、長井市の状況でい

きますと継続審議というふうな状況であります

から、状況というのは変わらないまま現在まで

至っているというふうな状況でございます。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 いや、状況は変わって

いないわけです、何もしてこなかったからね。

そういうことを聞いているんじゃなくて、ちゃ

んと詰めておく必要がある課題というのは、幾

つかあると思うんですよ。それは、何で協議な

さらなかったんですか、既につくっているとこ

ろと。できたんだと思いますよ、それは。私ち

ょっとその辺腑に落ちないんですね。 

 「これから協議をしていきたいのだ」という

ふうに言われたわけです、課長は答弁として。

「いろいろなことを想定しているけれども、し

かし具体的にどうするかという内容については、

それは既に条例化したところとの協議をして、

検討を深めたい」というふうに言われているわ

けです。それがどう深まったのかということを

聞きたいわけです。何で、実際やってこなかっ

たんですか。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 南陽市の場合でいきますと、

ストライキを実施するに当たっては、庁内の４

階でされるというふうなお話のようです。南陽

市の現認の把握の方法としては、「４階でされ

る集会が終了した時点だ」というふうなお話で

ございますので、長井市の場合とはちょっと違

うというふうなことでございます。長井市の場

合ですと外でやっておりますし、中に入ってく

る分、職場の遠い近いもありますから、その部

分では南陽さんと同様な部分ではなかなか難し

いのではないかというふうに考えております。 

 ですから、そこまで11月18日にもし現実的に

あって、その部分でどう対応したというふうな

ことであれば、また私どももご相談申し上げる

というふうなところもあったかというふうに思

いますが、そういった内容で変わらないという

ふうなことであれば、もうしばらく様子を見る

というふうなことかなというふうに考えたとこ

ろでございます。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 それじゃおかしいです

ね。結局、３カ月前のことがなかなか積み上が

らないですね。いわば疑問点として残ったとこ

ろというのは、それなりに精査をして「では、

南陽市はこうだけど、長井市はこうする」とい

うところがやっぱり示されなきゃならないと思

います。 

 そのためには、ほかのところはどう、ほかの

ところと言ったってこの状況だと南陽しかない
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わけですけれども、現実的に今29分、あるいは

職員団体が例えば職場集会をするであるとか、

いろいろなことがあると思いますけれども、そ

ういった際にも現認をしているわけでしょう。

「何時何分に、このＡの職員は現場復帰したん

だ。職場復帰したんだ」と。それは南陽市だけ

でなくて、いろいろなところのやり方というの

は、類似したところ、例えば南陽は４階でやる

というけれども、外でやった場合のやっている

ところなどについて、調査はできたんじゃない

ですか。それはなぜやられなかったんですか。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 現認の方法でありますが、

各自治体それぞれ違う方法でいるかもしれませ

ん。しかし、事今までですと30分未満と30分以

上の１時間というふうなことの違いでしかあり

ませんから、その部分の厳密さから言えばやは

り南陽市の例が一番いいというふうに考えてお

りますし、その部分で今後ともいろいろ相談し

ていかなければならない点かなというふうに思

っております。他の部分については、参考には

なるかというふうに思いますが、そこまで今回

の長井市の例でいきますと、する必要があるか

どうかも考えものだというふうに考えておりま

す。以上です。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 昼時間になりそうで

すから、午前中の 後の質問にしますけれど

も、だとすると課長は現認の方法は南陽市が

行っているように、集会が終わった時間とい

うふうに長井もすると。これまで、例えば自

己申告であるとかいろいろ言われましたけれ

ども、そういう方法ではなくて南陽の集会が

終わった時間というふうにするのだというふ

うに固められたということですか。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 その部分につきましては、

総務・文教常任委員会でもご説明申し上げまし

たとおりに、ストライキを終了して職場に帰っ

てくるわけですが、その時点で職員の服務規程、

上司の命令を聞くというふうな状況が発生しま

すので、その時点で所属長に「何時何分に出勤

した」というふうな申告を取るというふうに、

今現在考えておるところでございます。 

○大沼 久議長 ここで、昼食のため暫時休憩い

たします。再開は、午後１時といたします。 

 

 

     午前１１時５８分 休憩 

     午後 １時００分 再開 

 

 

○大沼 久議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 午前中 後の質問に対

して、総務課長から答弁をいただきましたが、

以前に申し上げましたけれども、職場集会であ

るとかストライキであるとかという中身から言

って、職場復帰の時間を自己申告するというの

は、それはない話なんですね。そこのところは、

もう基本的に勘違いさされているというふうに

しか思えないんです。そこは私は問題あるとい

うことだけ申し上げておきたいと思います。 

 後にもう一つだけお聞かせをいただきたい

のですが、９月定例会の審査の中では、「事前

に県の市町村課に行って、指導を仰いできまし

た」というお話がありました。それ以降、総務

課が担当課ですから、総務課としては９月の定

例会で継続審査になって以降いろいろな課題が

明らかになったわけですから、その辺のすり合

わせなども含めて、県の市町村課の方に出向か

れて指導を仰いだというふうなことがあったの

かどうか。あったとすれば、どういう点だった

のかについてお聞かせいただきたい。総務課長。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 
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○平 進介総務課長 ９月の定例会以降、９月27

日に県労働委員会の斡旋を受けたというふうな

ことで、その結果を受けまして県の市町村課に

電話で報告を申し上げたところです。それらに

ついて、県の市町村課からはこれといった指導

等は得ておりません。以上です。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 こういうふうになりま

したということを報告をしただけということだ

と思います。 

 主に９月の総務・文教常任委員会の中での質

疑の中で、いろいろ議論があったわけで、私も

質問させていただいたわけですが、やっぱり整

理をしなきゃならない課題というのは、かなり

多いのですね。さっき申し上げた現認の問題も

しかり、ほかにもいろいろあるわけですけれど

も、そういったことでもっとすり合わせをして、

結局この提案をされている議案第61号の中身で

すね、具体的にこの中身について整理をすると

いうふうなことは、考えもしなかったというこ

とになるのでしょうか。そこだけお聞かせくだ

さい。 

○大沼 久議長 平進介総務課長。 

○平 進介総務課長 改正条例案の運用につきま

しては、今後組合と交渉を進めるというふうな

中身での斡旋でありますので、その部分につい

ては組合といろいろ交渉なり協議をしながら進

めていくというふうなことで考えております。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 もちろん私ども議員と

しても、当局にだけいろいろな問題を整理しろ

というふうなことを申し上げてきたわけではな

いのです。総務・文教常任委員会の中でも、や

っぱり県の市町村課に行って話を聞こうという

提案があって、有志でありましたけれども、全

員でというふうにはなりませんでしたが、市町

村課長と10月28日にお会いをして、いろいろ見

解をお聞きをしてきたところです。 

 その結果といいますか、正直申し上げれば、

ますますこの議案第61号についての考え方で言

えば、整理しなきゃならない課題がいっぱいあ

るなというふうに感じてきたところです。 

 具体的に指摘があったのは、一つはこういう

条例を改正をするというふうになると、ほかの

地方公共団体との関係がおかしくなるというふ

うな、一つの指摘がありました。 

 二つ目は整合性の問題で、これは先ほど蒲生

吉夫議員からありましたように、時間外の問題

や夜間あるいは休日出勤の問題などとの整合性

がとれないということでした。 

 三つ目は、これも先ほどあったわけですが、

職場集会のみを限定をして賃金カットを該当さ

せるというふうになりますと、公平性の問題が

出てきますよと。これは先ほども言われており

ました、遅刻やあるいは言葉は悪いですけれど

もサボりやというふうなところとの整合性、公

平性の問題が出てきますよと。 

 四つ目は、やはり分単位で押さえるというこ

とが可能なのかということです。これらが出さ

れました。 

 同時に、指摘を受けたのは、争議行為に限定

をしているわけですけれども、争議行為の場合

の地公法上の考え方がもちろんあるわけで、そ

れとこれを同時に今回条例改正をしてやるとい

うふうになると、おかしくなってしまうと。い

わば、賃金カットというのはペナルティーでは

ないわけで、ここの整合性だって取らなきゃい

けませんよというお話がありました。 

 後に、こういう指摘を受けたんです。分単

位で賃金カットをするというふうになりますと、

先ほど申し上げた把握の問題ですね、ここと関

連をするわけですが、そのことを考えれば実効

性は難しいということです。把握することは、

極めて大変だと。詰めていけば、分といっても

今度は秒の問題があるということもあって、ど

こまでも波及をしていく問題なんだということ
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なんです。そのことを例えば、ちゃんと現認を

すると、把握をするというふうなことになれば、

膨大な量の作業が必要になってくる。 

 県の市町村課長は、 後にこう言われました。

「これは改革とは逆行する問題ですよ」という

指摘を私どもは受けてきたんです。そういうふ

うに、今申し上げましたように、県の市町村課

では「だからもっと検討を要する」というふう

に指導されたんだと思うんですね。そういう指

導を受けて判断をされたわけですけれども、そ

れにつけてももう少し今言われた中身について

精査をするという、そういう努力が私は必要で

はないかというふうに思いますが、この今申し

上げた点に関して見解があればお聞かせをいた

だきたいと思います。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 総務課長から、それは市町村課

なりに話をしたと思いますが、これは「決定は

斟酌する立場にない」と。提案するのはあくま

でも選挙で選ばれた地方自治体の長であって、

提案はできる。そしてやっぱり、議会の皆さん

の同意を得るように努力をするということであ

りますから。 

 この問題について、髙橋議員が今ずっと三つ、

四つ挙げましたけれども、簡単なんです、それ

は。なるべくまずできるところから改革はして

いくと、それもスピードを上げてすると。ずっ

といっぱい問題を広げれば、結局できなくなっ

ちゃうと。あるいは時間がかかっちゃうと。こ

れは、改革を進めるということとは逆行します

から、私が取ってきたあれではありませんから、

これはやっぱりできるだけできるところからや

る。 

 現にこれがもし執行されれば、違法なストラ

イキに参加する方がふえるのか減るのか、職員

の皆さんの問題にもなりますよ、それは。やっ

ぱりそれなりに判断してもらうと思いますが、

それは減っていただけるのではないかという期

待もある、私には。やっぱり仕事をちゃんとや

っていただくということになると思いますから、

私は改革の方向については、髙橋議員と意見を

異にする。このままでやっぱり、ぜひお願いを

したいと思っているところであります。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 改革に、行革に逆行す

るという見解を示したのは、県の市町村課長で

す。私どもはちゃんと行って聞いてきましたか

ら。私が申し上げているんではない。そのこと

だけ、まず押さえていただきたいと思います。 

 「提案することは自由です」って、それはそ

のとおりですけれども、私が申し上げているの

は、提案をする以上いろいろな問題、課題につ

いては整理をして、説明をするということが必

要なんだと思います。そのことは、９月にやり

合いましたからここでどうこうやるつもりはな

いんです。 

 ただ、私がお聞きをしているのは、いろいろ

出てきた問題について、あるいは県の市町村課

が指摘をしている事項などについて、以降もそ

れはきちっと整理をする、そして「それはこう

ですよ」という見解を述べるという作業は必要

なわけですよ。そういう作業が残念ながらなさ

れていないわけで、ここは私は遺憾だというふ

うに言わざるを得ないんです。それで申し上げ

たのは、当局は残念ながら同意されなかったけ

れども、私どもは議員という立場で、常任委員

会の一員としてそういうことはやってきたとい

うことを申し上げたいわけです。 

 本当に 後になりますけれども、一番目の問

題に戻りますが、県の市町村課長は当時地労委

で斡旋をしていたころで、ようやく協定書もで

きてから私どもは行ったわけですが、地労委で

斡旋をされたもの、その考え方として「これは

当然勤務条件というふうに考えている。これの

変更なんだというふうに考えているんだ」とい

う見解表明がありました。これについては、
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後になりますけれども、市町村課ではそういう

ふうに意識をしているわけですが、そこは変わ

りませんか、考え方。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 ご提案申し上げているときから、

これは違法行為の、しかも時間内にやるストラ

イキについては、やっぱりこれは認められない

と。それを具体的に改善する案だというふうに

申し上げてまいりましたし、私は一つ一つにつ

いてちゃんと見解を述べてまいったと思ってお

ります。そして、そのことについて改革の方向

について、市民の皆さんからもいろいろとご意

見をいただいておりますが、「この程度の改革

ができないようでは、それは」という反応の方

が、はるかに多いと私は思っております。 

○大沼 久議長 11番、髙橋孝夫議員。 

○１１番 髙橋孝夫議員 市町村課の見解はこの

程度の改革ではないのです。そこは、ぜひ押さ

えてもらいたいなと思います。 

 後になりますけれども、市町村課長はこう

いうふうに言われました。「争議行為の関係で

は、その抑止が必要なんだ。争議行為という、

そういう状態に至らないための取り組みこそが

大切なんだ」ということ、これは再三繰り返し

て言われました。私もそうだと思います。これ

がやっぱりきちっとなされるかどうかによって、

私は今市長からは「減るかもしれない」という

お話がありましたけれども、効果がそういうこ

とによって初めて上がるのだということだと痛

感をしてきたところです。 

 これからの問題も含めてですが、私はやっぱ

り争議行為というのは基本的にあってはならな

いことですし、そうならないような努力、それ

は当局として当然積み上げていかなきゃならな

い課題だと思いますが、見解があれば伺って質

問を終わりたいと思います。 

○大沼 久議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 争議行為はない方がいい、もち

ろんであります。お互いに努力する、これもも

ちろんであります。しかし、今までの慣習だと

か既得権だとかで、そして見逃されていた改革

すべきところが改革しなければいけないという

ときに抵抗なされば、それはやっぱり争議にな

るわけです。抵抗なさる方はいらっしゃるわけ

ですから。現にこの７年間もいらっしゃったわ

けですし、そういう方の自由な活動について私

が斟酌をする立場にはありません。私は、みず

から信じる改革の方向性で、信を問うていきた

いと思っているところであります。 

○大沼 久議長 ほかにご質疑ございますか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○大沼 久議長 ほかに質疑もないので、質疑を

終結し、討論を行います。ご意見ございません

か。 

 17番、蒲生吉夫議員。 

   （17番蒲生吉夫議員登壇） 

○１７番 蒲生吉夫議員 議案第61号 長井市

一般職の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、反対の立場で意見を申

し上げたいと思います。 

 本案件は、職員の給与に関する条例の中に、

ただし書きで地方公務員法第37条第１項に規

定する争議行為などの禁止をうたっている行

為、さらに長井市水道企業職員の給与につい

ても、地方公営企業などの労働関係に関する

法律第11条第１項で言っている争議行為の禁

止を引き出し、「勤務しない１分当たりの給与

額を減額することができる」としているもの

でありますが、９月定例議会の一般質問の答

弁、決算特別委員会における質疑、常任委員

会における質疑の中から幾つかの問題点を拾

い上げ、指摘したいと思います。 

 初に、条例提案に当たり、現行法で禁止

されている争議行為を盛り込んでいるが、争

議行為であれば給与の削減も含めて処分がで

きるわけで、禁止行為を言っている法律を条
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例に入れる必要が全く見つからないし、当局

が争議行為に給与を支払うのはおかしいと言

っているように、私もそのように考えます。

１分単位のいわゆる当局が言う争議行為が存

在しているのかどうかということと同時に、

争議行為であれば地方公務員法に違反するわ

けですから、１分単位の給与の減額だけでは

済まないと考えるのが妥当だと思います。し

かし、答弁の中では職員組合の上部団体であ

る自治労県本部が指示をして、統一して行う

争議行為については、処分をしないなどと市

当局が言う争議行為であるなら、上部団体が

指示したかどうか、長井市の職員団体が単独

で考え指示を出したかなどの判断材料は、私

たち議会として何の関係もないことだと思い

ます。 

 二つ目に、１分単位の減給が本当に可能か

どうか、いわゆる執行できるかということで

す。当局がいう争議行為であるなら、そうい

った場合「管理職が一人一人について１分単

位で現認できるのか」という質問に対して、

市長は「年に一、二回なので、本人申告で十

分」と答えていますが、「当局がいう違法と断

定した争議行為について、自己申告はあり得

ない」と私が切り返せば、総務課長は「先進

の南陽市と相談する。技術的な課題があるが、

より合理的、客観的な方法を検討する必要が

ある」と答え、条例提案に当たり南陽市のま

ねをしただけで、熟慮されたとは考えがたい

質疑に終始しました。ちなみに、「南陽市は、

集会終了時間を現認確認時間などといいかげ

んな時間把握を言っているのではないか」と

いうことに対して、先ほどのようにあいまい

な答弁しかなかったのであります。 

 加えて、私から「時間外勤務も含めて合理

的で正確に時間管理をするには、各課ごとに

タイムレコーダーの導入をお勧めしたい」と

提言したところ、「費用がかかる」旨の答えで

したが、条例に基づき正確に執行しようとす

れば当然必要な機器であり、一人一人カード

を管理すれば各課の庶務担当の仕事が大幅に

省力化できると考えられるので提言したので

すが、極めて消極的な答弁であり、本当に１

分単位で正確に執行するつもりがあるのかど

うか疑わしいと言わなければなりません。 

 次に、ノーワーク・ノーペイの考え方につ

いて申し上げます。ノーワーク・ノーペイの

考え方は、原則は労働法に照らしてもだれも

異論がないところだと思います。市長は、「蒲

生吉夫議員も、ノーワーク・ノーペイでよい

と言っているのではないか」と、ほかの議員

の答弁に引用していましたが、このたびこの

条例改正のことをよしとしている発言など、

どこにもしておりません。市長が勝手に曲解

して引用しているに過ぎません。私は、当局

が言う争議行為であろうと、寝過ごしで遅刻

しようと、交通渋滞やその他の理由で遅刻し

た場合であっても、職務に専念していない時

間ですから同じに扱わなければならないと考

え、ノーワーク・ノーペイの原則は当たり前

だと言っているのであります。 

 同時に、公務員という業務の性格上、いつ

も管理職が時間外命令をした時間で業務を終

えられるとは限らないし、時間外についても

各課の職員が全員退庁するまで、管理職が残

って時間管理をしているわけではなく、運用

の実態は事後報告になっていると考えられま

す。総務・文教常任委員会で答弁しているよ

うに、「時間外命令は基本的に１時間単位で、

30分以内などもあり得ない」と、時間外勤務

取扱規程を盾に答弁していますが、実態は違

います。「きょうは時間外命令がなかったので、

仕事が残っているけれども定時間で帰りまし

た」とか、２時間の命令だったがきりがつか

ない半ばでやめてしまうなど、逆にあっては

ならないと指導するのが当たり前の姿です。 
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 長井市時間外取扱規程によると、日々一人

一人への時間外命令の時間数は、事前に行わ

なければならない。変更の場合、承認を受け

る。さらに時間外の命令簿により、命令権者

の承認を得てから時間外を命令しているので

ありましょうか。甚だ疑問でありますので、

抜き打ちで点検したいものだと思っておりま

す。時間管理は即現金が絡む問題であります

ので、そういったことも含めてノーワーク・

ノーペイの原則を、旧態依然の方法でなく、

正確かつ科学的、合理的に考えているもので

もないことと、「自己申告でいい」などと合理

的現認方法でないことから、１分単位の給与

の減額はほとんど不可能であり、条例はでき

ても執行はできないと考えなければなりませ

ん。 

 次に全国で、国、県、自治体で運用されて

おります一般職に関する法律の運用方針の中

では、法第15条関係では「職員が特に承認な

くして勤務しなかった時間数は、その給与の

全時間によって計算するものとし、その時間

数に1時間未満の端数を生じた場合の取り扱い

は、超過勤務の場合の例による」とし、法第

16条関係では「超過勤務手当の支給の基礎と

なる勤務時間数は、その給与期間全時間によ

って計算するものとし、その場合においては

その端数が30分以上のときは１時間とし、30

分未満のときは切り捨てる」としてバランス

を取っております。このたびの条例改正案は、

ことごとくこのバランスを欠くことになりま

す。その意味で、山形県の市町村課は、長井

市に検討を要請しているわけであります。 

 総務省は、「全国的にも聞いたことがない。

各自治体が判断すること」としています。そ

の理由を考えた場合、当たり前のことですが、

当局が提案した議案は、市民の負託を受けた

この長井市議会が判断することであり、私た

ちはどうこういうことではないとして突き放

されているのであります。 

 髙橋孝夫議員の決算総括質疑の中で明らか

になったように、これまでも職員組合に対す

る当局の敵視政策から端を発したと思われる

地方労働委員会における不当労働行為事件で、

市長が謝罪文で二度と繰り返さないことを誓

ったことや、山形県人事委員会に対する遠藤

一栄氏の不服申立事件などは、ことごとく当

局の負けで終始しているわけであります。当

局がこの事件でかけた費用は、迷惑をおかけ

した置賜広域病院組合分も長井市が払ってい

ますので、地方労働委員会での不当労働行為

事件で、平成15年から16年度で86万円、人事

委員会に対する不服申立事件で平成15年で62

万円、16年で87万1,270円で、合計235万1,270

円とのことですが、経費も入れると年間1,000

万円クラスの補佐職員が、総務課補佐ですね、

ほとんどこの事件に多くの時間を割いていた

のではないでしょうか。この公費を支出する

当時の予算にも私たちは反対しましたが、残

念ながら賛成多数で可決しました。結果は、

職員組合敵視政策を取らなければ血税からの

支出の必要がなかったわけで、その分も市長

が個人的に払えと請求されてもいたし方のな

いほどのものであると思います。 

 また、第三者である私が考えても、このた

びのこの条例が可決執行されることになった

場合、新たな争いが発生することが避けられ

そうもないと考えられます。その場合、当局

が言う「年に一、二回の争議行為」で、１回

当たりの減額は260人の29分で27万円になると

言っておりますが、争いになった場合は当局

が弁護士費用を市民の税金から支出すると考

えるかもしれませんが、こんな無駄遣いは許

されていいはずがありません。９月18日の朝

日新聞記事の、清水敏早稲田大学教授の 後

に、「混乱を招く分刻みカットなどより、むし

ろ労使一体となって市民サービスを向上させ
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るシステムづくりに努力すべきではないか」

と言っている言葉に賛同するものであります。 

 私は、このたびのこの条例改正案は、組合

敵視政策から出てきた極めて非生産的な条例

だと考えます。争いの中からは何も生まれな

いと思いますし、市民のサービスは低下する

ばかりであります。それでなくても、財政再

建中だからと言って市民には我慢をお願いし

ているわけで、市長の失政が余計な支出をか

けることになりはしないか、行財政改革と逆

行するのではないか、危惧するものでありま

す。本日の質疑でも明らかになりましたよう

に、９月定例議会から２カ月半、議会から

「団体との交渉などを検討するように」と課

題を預けられたにもかかわらず、全く努力を

しなかったことは極めて残念であります。 

 以上４点を申し上げ、議員諸侯にはさきの

事件の例で申し上げましたように、当局が再

び瑕疵を起こさなくても済むように、議会の

チェック機能を果たさなければなりません。

普通に考えていただき、賛同いただきますよ

う訴え申し上げ、議案第61号 長井市一般職

の職員の給与に関する条例の一部改正に反対

の意見を申し上げます。以上、よろしくお願

いを申し上げます。 

○大沼 久議長 ほか、ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○大沼 久議長 ほかにご意見もないので、討論

を終結し、採決いたします。 

 日程第22、議案第61号は、原案のとおり決す

るに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○大沼 久議長 起立多数であります。よって、

議案第61号は原案のとおり決定いたしました。 

 

 

    散    会 

 

 

○大沼 久議長 本日はこれをもって散会いたし

ます。 

ご協力ありがとうございました。 

 

午後 １時３０分  散会 
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